
高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症の自主検査費用補助金交付要綱 

                         

 

（趣旨） 

第１ この要綱は、新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイル

ス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有するこ

とが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。以下同じ。）に感染した場合の重症化リ

スクが高い高齢者等の感染拡大を防止するため、高齢者施設等における当該施設の従業員等を対

象とした自主検査の実施に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、

補助金等交付規則（昭和34年長野県規則第９号。以下「規則」という。）に定めのあるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

 

 

（定義） 

第２ この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 定点あたり届出数 新型コロナウイルス感染症について、あらかじめ県が指定した医療機

関から当該感染症と診断された患者数として週（月曜日から日曜日までの７日をいう。以下

同じ。）単位で保健所へ届出のあった数を、当該医療機関の数で除した値をいう。 

(2) ＰＣＲ等検査 新型コロナウイルス感染症に係るＰＣＲ法等による核酸検出検査、抗原定

量検査又は抗原定性検査をいう。 

(3) 行政検査 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10年法律第 114

号）第 15条の規定に基づく検査をいう。 

 

（交付の対象） 

第３ 交付の対象は、定点あたり届出数が 15 人以上となった圏域において実施する、次の各号に

掲げる事業とする。 

(1) 別表１に掲げる施設及び事業所（長野市及び松本市に所在するものを除く。以下「施設等」

という。）の設置者又は運営者が、別表２に掲げる者（以下「検査対象者」という。）を対象と

して、令和５年５月８日から令和６年３月 31日までの間に、自主的に実施するＰＣＲ等検査 

(2) 前号に定めるＰＣＲ等検査の実施に係る経費に対して、市町村（長野市及び松本市を除く。

以下同じ。）が補助する事業（補助率及び補助上限額が、第４第１項第１号に定める補助率及び

補助上限額以上である事業に限る。） 

２ 前項のＰＣＲ等検査は、定点当たり届出数が 15 人以上となった週（連続する週の定点当たり

届出数が 15 人未満から 15 人以上となった週に限る。）の末日の翌日を始期として、定点当たり

届出数が 15 人未満となった週（連続する週の定点当たり届出数が 15 人以上から 15 人未満とな

った週に限る。）の末日の翌日から２週間を経過する日を終期とする期間（以下「対象期間」とい

う。）に実施されるものとし、施設等が提供するサービスを受けるために、当該施設等へ新たに入

所する者にあっては、当該対象期間中において一人につき１回を限度とする。なお、検査対象者

が行政検査又は保険診療による検査の対象者である場合は、交付の対象としない。 

 



（交付の額の算定方法） 

第４ 交付の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところにより算出された額と

する。ただし、算出された額に 1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとす

る。 

(1) 第３第１項第１号の事業 

対象期間ごとに次のア及びイにより算出された額の合計額 

 ア 検査対象者のＰＣＲ等検査ごとに令和５年５月８日以降に発生した別表３に定める対

象経費の実支出額に補助率 2/3 以内を乗じて得た額と補助上限額 15,000 円とを比較して

少ない方の額を選定する。 

  イ アにより選定された額の合計額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除して得た

額とを比較して少ない方の額を選定する。 

(2) 第３第１項第２号の事業 

   市町村に所在する施設等ごとの前号の規定により算出された額の合計   

  額 

２ 前項第１号の規定は、対象期間と次の対象期間が重複する場合においては、これらの対象期間

を一の対象期間とみなして適用する。 

 

（交付の条件） 

第５ 次の各号に掲げる事項は、交付の条件とする。 

(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書

類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日の属する年度の終了後５年間保管

しておかなければならないこと。 

(2) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金の交付を受けてはならな

いこと。 

(3) 長野県から抗原定性検査キットの配布を受けた後に、その用途に該当する自主検査を行うと

きは、当該抗原定性検査キットによる抗原定性検査をこの補助金の交付の対象となるＰＣＲ等

検査に優先して行うものとする。 

 

（交付の申請及び実績報告） 

第６ 規則第３条に規定する申請書及び規則第 12 条に規定する実績報告書は、第３第１項第１号

の事業にあっては高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症の自主検査費用補助金交

付申請書兼実績報告書（様式第１－１号）とし、同項第２号の事業にあっては高齢者施設等に

おける新型コロナウイルス感染症の自主検査費用補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１－

２号）とする。 

２ 規則第３条及び第 12 条に掲げる関係書類は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げ

るとおりとする。 

(1) 第３第１項第１号の事業 

ア 実績報告書兼事業精算書（様式第２号） 

 イ 実績報告書（施設・事業所内訳書）（様式第３号） 

 ウ 補助事業に係る歳入歳出決算（見込）書の抄本 

 エ 受検したＰＣＲ等検査に要した費用を証する領収書等の写し 



 オ その他知事が必要と認める書類 

(2) 第３第１項第２号の事業 

 ア 実績報告書兼事業精算書（様式第４号） 

 イ 補助事業に係る歳入歳出決算（見込）書の抄本 

ウ 市町村の補助金の額の確定通知書の写し 

エ 市町村の補助金交付要綱 

オ その他知事が必要と認める書類 

３ 前項の書類の提出期限は、別に定める。 

 

（補助金の交付の請求） 

第７ 補助金の交付の決定を受けた者が、補助金の交付を請求しようとするときは、高齢者施設等

における新型コロナウイルス感染症の自主検査費用補助金支払請求書（様式第５号）を知事に提

出するものとする。 

 

 （書類の提出部数） 

第８ 規則及びこの要綱により知事に提出する書類は、１部とする。 

 

 （細則） 

第９ 規則及びこの要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則（令和２年２月 26日付け２医第 522号、２地福第 477号、２介第 749号、２障第 772号） 

この要綱は、令和２年度の補助金から適用する。 

 

附 則（令和３年６月８日付け３医第 79号、３地福第 175号、３介第 225号、３障第 207号） 

１ この要綱は、令和３年６月８日から施行し、令和３年度の補助金から適用する。 

２ 令和３年４月１日から令和３年４月 18 日までの間に施設等の設置者又運営者が検査対象者を

対象として自主的に実施したＰＣＲ等検査（対象期間内に実施したものに限る。）については、実

際の実施回数にかかわらず、実施回数を１回とみなして、第４第１項第１号の規定を適用する。 

 

附 則（令和４年３月 29日付け３医第 563号、３地福第 657号、３介第 936号、３障第 891号） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、改正後の要綱第２第３号及び第４号の規定並びに第３第１項の規定

（第１号及び第２号の規定を除く。）は、令和４年１月 27日以降に自主的に実施したＰＣＲ等検

査に係る令和３年度の補助金から適用する。 

 

附 則（令和４年６月 17日付け４医第 122号、４地福第 172号、４介第 144号、４障第 301号） 

１ この要綱は、令和４年６月 17日から施行し、令和４年度の補助金から適用する。 

２ 前項の規定にかかわらず、改正後の要綱第２及び第３の規定は、令和４年５月 23 日以降に自

主的に実施したＰＣＲ等検査について適用し、令和４年４月１日から同年５月 22 日までに自主

的に実施したＰＣＲ等検査については、なお従前のとおりとする。 

 



附 則（令和４年８月 29日付け４医第 254号、４地福第 304号、４介第 566号、４障第 506号） 

この要綱は、令和４年８月 29日から施行し、令和４年７月 28日以降に自主的に実施したＰＣＲ

等検査について適用する。 

 

附 則（令和４年 11月 24日付け４医第 445号、４地福第 418号、４介第 851号、４障第 766号） 

この要綱は、令和４年 11月 24日から施行し、改正後の第３及び第４第１号の規定は、令和４年

11月４日以降に自主的に実施したＰＣＲ等検査について適用する。 

 

附 則（令和５年３月 24日付け４医第 650 号、４地福第 641号、４介第 1375号、４障第 1145号） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行し、令和５年度の補助金から適用する。 

 

附 則（令和５年５月 29 日付け５医第 88 号、５地福第 150 号、５介第 224 号、５障第 216 号） 

１ この要綱は、令和５年５月 29日から施行し、令和５年度の補助金から適用する。 

２ 前項の規定にかかわらず、改正後の要綱は令和５年５月８日以降に自主的に実施したＰＣＲ等

検査について適用し、令和５年４月１日から同年５月７日までに自主的に実施したＰＣＲ等検査

については、なお従前のとおりとする。 

３ 令和５年５月８日から令和５年５月 14日までの定点当たり届出数が 15人以上となった場合に

おける改正後の要綱第３第２項の規定の適用については、同項中「定点当たり届出数が 15 人以

上となった週（連続する週の定点当たり届出数が 15 人未満から 15 人以上となった週に限る。）

の末日の翌日」とあるのは、「令和５年５月８日」とする。 

 

 

  



別表１（第３条関係） 

区分 対象施設及び事業所 

高齢福祉関係 施設 介護老人福祉施設(地域密着型を含む。)、介護老人保健施設、介護

医療院、介護療養型医療施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、

有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、特定施設入居者

生活介護(地域密着型を含む。)、短期入所生活介護、短期入所療養

介護、認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）、

生活支援ハウス 

通所・訪

問・相談

支援事業

所 

通所介護(地域密着型、認知症対応型を含む。)、療養通所介護、訪

問介護、訪問看護、訪問入浴介護、小規模多機能型居宅介護（看護

を含む。）、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介

護、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、居宅介護

支援事業所、介護予防支援事業所、介護予防・生活支援サービス事

業（介護予防ケアマネジメントを除く。） 

障がい福祉関係 施設 障害者支援施設、障害児入所施設、短期入所、共同生活援助、療養

介護、宿泊型自立訓練、福祉ホーム 

通所・訪

問・相談

支援事業

所 

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、移動支援、生活介

護、自立訓練（宿泊型自立訓練を除く。）、就労移行支援、就労継続

支援、就労定着支援、自立生活援助、計画相談支援、地域定着支援、

地域移行支援、障害児通所支援事業所、障害児相談支援、地域活動

支援センター、精神障害者共同作業所 

生活保護関係 施設 救護施設 

通所事業

所 

社会事業授産施設 

医療関係 施設 ＰＣＲ等検査の実施日現在、検査機器等を有していない病院 

 

別表２（第３条関係） 

区分 検査対象者 

高齢福祉関係 

障がい福祉関係 

生活保護関係 

①施設等において当該施設等の業務に従事している者（非常勤職員及びボラン

ティアを含む。） 

②委託契約等に基づき、施設等に立ち入る委託業者等の従業員 

③施設等（救護施設を除く。）が提供するサービスを受けるために、当該施設

等に新たに入所する者 

医療関係 施設において当該施設の業務に従事している医療従事者及び事務職員（非常勤

職員を含む。） 

 

別表３（第４条関係） 

対象経費 

検査料金、検体の郵送・配送料、検査に要する診療費

（陽性が判明した際の診療費を含む。）その他のＰＣＲ

等検査の実施に必要な費用 

 


